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第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は，自転車の活用の推進及び安全で適正な利用の促進に関し，基本理念を定

め，県及び自転車利用者の責務並びに県民，事業者等の役割等を明らかにするとともに，施

策の基本となる事項を定めることにより，自転車の活用の推進及び安全で適正な利用の促進

を総合的に図り，もって県民が安心して暮らし，活力のある地域社会の実現に寄与すること

を目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(1) 自転車 道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号。以下「法」という。)第２条第１項第 11

号の２に規定する自転車をいう。 

(2) 自転車損害賠償保険等 自転車の利用に係る事故により生じた他人の生命又は身体の

損害を填補するための保険又は共済をいう。 

(3) 県民等 県内に居住し，通勤し，通学し，又は滞在する者をいう。 

(4) 自転車利用者 道路（法第２条第１項第１号に規定する道路をいう。）において自転車

を利用する者をいう。 

(5) 保護者 親権を行う者，未成年後見人その他の者で，未成年者を現に監護するものを

いう。 

(6) 事業者 事業を行う個人又は法人その他の団体をいう。 

(7) 自転車小売業者 自転車の小売を業とする者をいう。 

(8) 自転車貸付事業者 自転車を有償又は無償で，継続的に又は反復して貸し付ける事業

を行う者をいう。 

(9) 学校 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第１条に規定する学校（幼稚園を除

く。），同法第 124 条に規定する専修学校及び同法第 134 条第１項に規定する各種学校をい

う。 



(10) 交通安全団体 交通安全に関する普及啓発活動を行う法人その他の団体をいう。 

（基本理念） 

第３条 自転車の活用の推進は，安全で快適な自転車利用環境の創出が，豊かな県民生活の実

現や活力ある地域づくりに資するものであるという認識の下に行われなければならない。 

２ 自転車の安全で適正な利用の促進は，交通事故のない安全で安心な暮らしづくりに資する

ものであるという認識の下に行われなければならない。 

（県の責務） 

第４条 県は，前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり，自転車の活用

の推進に関する総合的な施策を策定し，及び実施するものとする。 

２ 県は，自転車の活用の推進及び安全で適正な利用に関する県民等及び事業者の関心及び理

解を深めるよう必要な広報及び啓発を行うものとする。 

３ 県は，県民等及び事業者が実施する自転車の活用の推進及び安全で適正な利用の促進のた

めの取組を支援するため，県民等及び事業者に対する情報の提供，助言その他の必要な措置

を講じるものとする。 

４ 県は，学校の長及び交通安全団体が実施する自転車の安全で適正な利用の促進のための取

組を支援するため，学校の長及び交通安全団体に対する情報の提供，助言その他の必要な措

置を講じるものとする。 

（自転車利用者の責務） 

第５条 自転車利用者は，車両（法第２条第１項第８号に規定する車両をいう。）の運転者とし

ての責任を自覚し，自転車の安全で適正な利用に努めなければならない。 

２ 自転車利用者は，自転車の安全で適正な利用のために必要な知識及び技能の習得に努める

ものとする。 

（県民の役割） 

第６条 県民は，基本理念について理解を深め，それぞれの立場において自転車の活用の推進

を図るよう努めるとともに，自転車の安全で適正な利用の促進に努めるものとする。 

（事業者の役割） 

第７条 事業者は，基本理念について理解を深め，自転車の活用の推進を図るよう努めるとと

もに，その事業において自転車を利用するときは，自転車の安全で適正な利用の促進に努め

るものとする。 

２ 事業者は，他の事業者に自転車を利用することを前提とした業務の委託をし，媒介をし，

又は取次ぎをする等の場合には，当該他の事業者に対し，その業務において自転車の安全で

適正な利用を求めるよう努めるものとする。 

３ 事業者は，国，県及び市町が実施する自転車の活用の推進及び安全で適正な利用の促進に

関する施策に協力するよう努めるものとする。 

（市町との連携） 

第８条 県は，この条例に定める施策を実施するときは，市町との連携に努めるものとする。 



２ 県は，市町が自転車の活用の推進及び安全で適正な利用の促進に関する施策を実施すると

きは，必要と認める協力を行うものとする。 

第２章 自転車の活用の推進に関する基本的施策 

（道路交通環境の整備） 

第９条 県は，国，市町及び関係団体と連携し，自転車利用者が自転車を安全で快適に利用で

きる道路交通環境の整備のために必要な措置を講じるものとする。 

第３章 自転車の安全で適正な利用の促進に関する基本的施策 

（自転車交通安全教育等） 

第 10 条 県は，県民等に対し，自転車の安全で適正な利用に関する教育及び情報の提供を行う

ものとする。 

２ 事業者は，自転車を利用して通勤し，又はその事業において自転車を利用する従業員（以

下「自転車通勤者等」という。）に対し，自転車の安全で適正な利用に関する教育及び情報の

提供を行うよう努めるものとする。 

３ 自転車小売業者及び自転車貸付事業者は，自転車を購入しようとする者（以下「自転車購

入者」という。）又は自転車を借り受けようとする者（以下「借受者」という。）に対し，自

転車の安全で適正な利用に関する情報の提供を行うよう努めるものとする。 

４ 学校の長は，その児童，生徒及び学生に対し，自転車の安全で適正な利用に関する教育及

び情報の提供を行うよう努めるものとする。 

５ 保護者は，その監護する未成年者に対し，自転車の安全で適正な利用に関する教育を行う

よう努めるものとする。 

（自転車の点検整備） 

第 11 条 自転車利用者，その事業において自転車を利用する事業者及び自転車貸付事業者は，

その利用し，又は貸付けの用に供する自転車について，安全性を確保するために必要な点検

及び整備を行うよう努めるものとする。 

２ 保護者は，その監護する未成年者が利用する自転車について，安全性を確保するために必

要な点検及び整備を行うよう努めるものとする。 

（幼児のヘルメット及びシートベルトの着用） 

第 12 条 自転車利用者は，小学校就学の始期に達するまでの者（以下「幼児」という。）を自

転車に取り付けられた幼児用座席に乗車させるときは，当該幼児に乗車用ヘルメットをかぶ

らせるとともに，幼児用座席に備えられたシートベルトを着用させるよう努めるものとす

る。 

第４章 自転車損害賠償保険等への加入等 

（自転車損害賠償保険等への加入等） 

第 13 条 自転車利用者（未成年者を除く。）は，自転車損害賠償保険等に加入しなければなら

ない。ただし，当該自転車利用者以外の者により，当該利用に係る自転車損害賠償保険等へ

の加入の措置が講じられているときは，この限りでない。 



２ 事業者は，その事業において自転車を利用するときは，当該利用に係る自転車損害賠償保

険等に加入しなければならない。ただし，当該事業者以外の者により，当該利用に係る自転

車損害賠償保険等への加入の措置が講じられているときは，この限りでない。 

３ 自転車貸付事業者は，その貸付けの用に供する自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等

に加入しなければならない。ただし，当該自転車貸付事業者以外の者により，当該利用に係

る自転車損害賠償保険等への加入の措置が講じられているときは，この限りでない。 

４ 保護者は，その監護する未成年者が自転車を利用するときは，当該利用に係る自転車損害

賠償保険等に加入しなければならない。ただし，当該保護者以外の者により，当該利用に係

る自転車損害賠償保険等への加入の措置が講じられているときは，この限りでない。 

（自転車損害賠償保険等への加入の確認等） 

第 14 条 自転車小売業者は，自転車を販売するときは，その自転車購入者に対し，当該自転車

の利用に係る自転車損害賠償保険等への加入の有無を確認するよう努めるものとする。 

２ 自転車小売業者は，前項の規定による確認により，自転車購入者が自転車損害賠償保険等

に加入していることを確認できないときは，当該自転車購入者に対し，自転車損害賠償保険

等への加入に関する情報を提供するよう努めるものとする。 

３ 事業者は，自転車通勤者等に対し，その自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等への加

入の有無を確認するよう努めるものとする。 

４ 第２項の規定は，前項の場合について準用する。 

５ 自転車貸付事業者が業として自転車を貸し付けるときは，その借受者に対し，当該自転車

の利用に係る自転車損害賠償保険等の内容に関する情報を提供するよう努めるものとする。 

（自転車損害賠償保険等に関する情報の提供等） 

第 15 条 県は，市町，交通安全団体，自転車損害賠償保険等を引き受ける保険者その他の関係

団体と連携し，自転車損害賠償保険等への加入を促進するため，自転車損害賠償保険等に関

する情報の提供その他の必要な措置を講じるものとする。 

２ 学校の長は，自転車を利用する児童，生徒及び学生並びにその保護者に対し，自転車損害

賠償保険等に関する情報を提供するよう努めるものとする。 

第５章 雑則 

（市町の条例との関係） 

第 16 条 この条例の規定は，市町が，地域の実情に応じて自転車の活用の推進及び安全で適

正な利用を促進するため，条例で必要な規制を定めることを妨げるものではない。 

附 則   

この条例は，公布の日から施行する。ただし，第４章の規定（第 15 条第１項の規定を除く。 

）は，令和５年４月１日から施行する。


